
食品ロスの削減について

消費者庁消費者教育推進課
食品ロス削減推進室

LU0429
テキストボックス
資料2-2



食品ロスの現状及び制度など
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食料を海外からの輸入に大きく依存

廃棄物の処理に多額のコストを投入

食料の家計負担は大きい

深刻な子どもの貧困

・食料自給率（カロリーベース）は38％
（農林水産省「食料需給表（令和元年度）」）

・市町村及び特別地方公共団体が一般廃棄物の処理に
要する経費は約２.1兆円/年
（環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等について（平成30年度）」）

・食料が消費支出の1/4以上を占めている
（総務省「家計調査（2020年）」）

・子どもの貧困は、７人に１人と依然として高水準
（厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査」）

世界の人口は急増

深刻な飢えや栄養不良

・2019年は約77億人、2050年には約97億人と予測
（国連「World Population Prospects The 2019)」）

・飢えや栄養で苦しんでいる人々は約８億人
・５歳未満の発育阻害は約1.5億人

（国連食糧農業機関（FAO）
「the STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE WORLD（2019）」）

●食品ロス量は年間600万トン（平成30年度推計）≒国連世界食糧計画（WFP）による食料援助量（約420万トン）の1.4倍

●毎日大型（10トン）トラック約1,640台分を廃棄
●年間１人当たりの食品ロス量は47kg →年間1人当たりの米の消費量（約54kg）に近い量

世界の食料廃棄の状況
・食料廃棄量は年間約13億トン
・人の消費のために生産された食料のおよそ1/3を廃棄

（国連食糧農業機関（FAO）「世界の食料ロスと食料廃棄（2011年）」）

<日本> <世界>

我が国の食品ロスの状況

食品ロスをめぐる現状
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 「食品ロス」＝ 本来食べられるのに捨てられる食品

 我が国の食品廃棄物等※１は年間2,531万トン、
うち食品ロスは600万トン※２

・国連世界食糧計画（WFP)による食料援助量※３（約420万トン）の1.4
倍

 食品ロスの内訳
事業系： 324万トン（54％）
家庭系： 276万トン（46％）

 食品ロスの約半分は家庭から

〈食品ロス（推計）の経年変化〉
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

食品ロス量 642万トン 632万トン 621万トン 646万トン 643万トン 612万トン 600万トン

国民１人当たり
換算

50 kg 50 kg 49 kg 51 kg 51 kg 48 kg 47 kg

※１ 飼料等として有価で取引されるものや、脱水等による減量分を含む
※２ 平成30年度推計（農林水産省・環境省）
※３ 国連世界食糧計画 （World Food Programme: WFP）2019年実績
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家庭系食品ロスの内訳事業系食品ロス（可食部）の業種別内訳
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発生量合計
324万トン

食品製造業
126万トン

39%

食品卸売業
16万トン

5%

食品小売業
66万トン

20%

外食産業
116万トン

36%

○作り過ぎ、食べ残しなど○製造・流通・調理の過程で発生する規格
外品、返品、売れ残りなど

外食事業者製造・卸・小売事業者

（平成30年度・農林水産省推計） （平成30年度・環境省推計）

44.6

34.7

20.7

直接廃棄※2

96万トン
34.7％

過剰除去※1

57万トン
20.7％

食べ残し
123万トン

44.6％発生量合計
276万トン

※１: 野菜の皮を厚くむき過ぎるなど、食べられる部分が
捨てられている

※２: 未開封の食品が食べずに捨てられている

発生要因（内訳）



2030年度に、2000年度と比べ、家庭系食品ロス量、事業系食品ロス量いずれも半減でき
るよう取組を推進。
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年度

年度 2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2030
家庭系 433 302 282 289 291 284 276 216
事業系 547 330 339 357 352 328 324 273
合計 980 632 621 646 643 612 600 489
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「食品ロスの削減の推進に関する法律」
（令和元年法律第19号）
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多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進
【法律の内容】
• 国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力
• 食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進
• 食品ロス削減月間
• 基本方針
 政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を策定（← 令和２年３月31日閣議決定）
 都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定

• 基本的施策
① 消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等
② 食品関連事業者等の取組に対する支援
③ 食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰
④ 食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究
⑤ 食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供
⑥ フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方

に関する調査・検討
• 内閣府に食品ロス削減推進会議（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））

を設置



持続可能な社会の実現

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進

学校
大学等

事業者

地方公共団体
文部科学省

経済産業省
農林水産省

環境省

消費者

関係団体 消費者庁

厚生労働省

食品ロス削減推進の基本的な方向

「食品ロスの削減の推進に関する法律」の規定に基づき、行政、事業者、消費者
等の取組の指針となるものとして策定

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針

国民各層が食品ロスの問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだ
けにとどまらず「行動」に移すことが必要。
• 食べ物を無駄にしない意識を持ち、
• 食品ロス削減の必要性について認識した上で、
• 生産、製造、販売の各段階及び家庭での買物、保存、調理の各段階において、食品ロス

が発生していることや、
• 消費者、事業者等、それぞれに期待される

役割と具体的行動を理解し、
• 可能なものから具体的な行動に移す
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（令和２年３月31日閣議決定）
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 家庭系食品ロス、事業系食品ロスともに、
2000年度比で2030年度までに食品ロス量を半減

 食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合：80%

削減目標等

事業活動による食品ロスを把握、商慣習を含め見
直しに取り組む。

例）

• 規格外や未利用の農林水産物の有効活用。
• 賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延
長、納品期限（３分の１ルール）の緩和。

• 季節商品（恵方巻きなど）の予約販売等。
• 値引き・ポイント付与等による売り切り。
• 外食での小盛りメニュー等の導入。
• 持ち帰りへの対応。

消費者等への普及啓発、食品関連事業者等の取組
への支援、情報の収集・提供、未利用食品を提供
するための活動の支援等を実施。

都道府県及び市町村は、地域の特性を踏まえた取
組を推進するため、「食品ロス削減推進計画」を
策定（努力義務）。
国は、計画策定を促進。

例）
• 食品ロス削減の施策の推進。
• 災害時用備蓄食品の有効活用。
• 主催イベントでの食品ロスの削減。

各々の主体がそれぞれの立場で、食品ロスの問題を「他人事」ではなく、『我が事』として捉え、行動に移すことを促進。

日々の生活の中でできることを一人一人が考え、
行動に移す。

例）

注文の際、

適量を注文しましょう。

乾杯後３０分は、

席を立たず、料理を楽しみ
ましょう。

お開き前１０分は、
自分の席に戻って、再度、

料理を楽しみましょう。

３０１０運動

• 買物の前に家にある食材をチェック。
• 定期的な冷蔵庫内の在庫管理。
• 食卓に上げる料理は食べきれる量に。
• 外食時は食べきれる量を注文、
宴会時の３０１０運動等の実践、
残った場合は自己責任の範囲で持ち
帰り。

食品ロスの削減の推進において消費者、食品の生産・製造・販売等に関わる事業者等に求められる役割
と行動

〔小盛りメニュ―
等の導入〕

〔期限切れの災害用
備蓄食品の提供〕 〔食品ロス削減全国大会〕

〔恵方巻きのロス削減
プロジェクトの目印〕

《消費者》 《農林漁業者・食品関連事業者》 《国・地方公共団体》



食品ロスの削減に向けた政府の体制
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消費者、事業者等に対する
教育・学習の振興、知識の
普及・啓発等

食品ロス削減関係省庁連絡会議

農林水産省

環境省

消費者庁

文部科学省

経済産業省 厚生労働省

相互の緊密な
連携・協力

食品関連事業者等の取組に
対する支援

顕著な功績がある者に対す
る表彰

実態調査、効果的な削減方
法等に関する調査研究

先進的な取組等の情報の収
集・提供

フードバンク活動の支援、
フードバンク活動のための
食品の提供等に伴って生ず
る責任の在り方に関する調
査・検討

食品ロス削減推進会議
・構成員：関係大臣、有識者（業界団体、地方公共団体、学識経験者 など）
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））
・食品ロスの削減の推進に関する基本方針の案の作成等を行う



具体的な取組の事例
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令和元年10月１日施行された食品ロス削減推進法で、10 月は「食品ロス削減月間」、10 月30日 は「食品ロス削減の
日」と定められました。
消費者庁、農林水産省、環境省は共に、食品ロス削減月間の周知及び取組の啓発を行いました。

出典：消費者庁ウェブサイト（食品ロス削減）

<令和元年度版ポスター> <令和２年度版ポスター>
令和２年度版は、
全国の地方公共団
体に配付



webサイトにおける情報提供
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●クックパッド「消費者庁のキッチン」に
食材を無駄にしないレシピを掲載

会議等

〈おいしいふくい食べきり運動協力店
ステッカー（福井県）〉

地方公共団体と飲食店との協働 大学生の取組
 食品ロスの実態を調査し、若者向けの冊子
の作成

〈災害時用備蓄食料を活用した料理レシピ考案の取組
（愛知学院大学）〉

 災害時用備蓄食料や自宅に眠っている食品
を有効活用した料理レシピの考案

●地方公共団体、民間、学生等の取組を紹介

地方公共団体との取組として、
食べ残しを減らす飲食店数は、
全国で17,139店舗（2019年度）
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主に消費者や家庭向けにより分かりやすく情報を発信するため、食品ロス削減特設サイト「めざせ！食
品ロス・ゼロ」を開設。食品ロスの問題、外食時・家庭での食品ロスを減らすために、消費者としてで
きる食品ロス削減の取組やコツ・工夫を発信。

消費者庁食品ロス削減特設サイト
めざせ！食品ロス・ゼロ
https://www.no-foodloss.caa.go.jp/

【常設ページ】
〇トップページ
（新着情報・政府広報オンラインとの連携 等）
〇食品ロスとは何か
〇外食時の食べきり
〇家庭での食品ロス
〇めざせ！食品ロスゼロ

【季節ものやキャンペーン等のトピック掲載】
〇食品ロスにしない備蓄のすすめ
〇恵方巻きの予約販売の活用
〇「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫
など



食品ロス削減推進大賞
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消費者等に対し広く普及し、波及効果が期待できる、食品ロス削減の推進に資する取組を行った者に対し
て表彰を行うことにより、食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開していくことを目的として、令和
２年度から表彰を実施。

内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）賞

○井出留美
日本初の「食品ロス削減推進法」成立に協力 2008年から13
年間継続し多くの「日本初」を生んできた食品ロスのエバン
ジェリスト（伝道師）としての広報・啓発活動

○株式会社クラダシ
日本初・最大級の社会貢献型フードシェアリングプラットフ
ォーム「KURADASHI」

○チーム「それいいね!!」
タイトル：「食べてほしーる。」
キャッチコピー：賞味期限、短い方買ったが良いっちゃない

ほかに、審査委員長賞（５点）を授与

株式会社ハローズ
持続可能なフードバンクへの商品提供の仕組み（ハローズ
モデル）の開発と同業各社及びメーカーへの幅広い普及活
動で飛躍的に提供商品を拡大

消費者庁長官賞

令和２年度食品ロス削減推進大賞 受賞者

令和３年度応募ページ
↓
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消費期限と賞味期限のイメージ

賞味期限と消費期限
意味

賞
味
期
限

おいしく食べることが
できる期限（best-
before date）

定められた方法により保存
した場合に、期待される全
ての品質の保持が十分に可
能であると認められる期限。
ただし、当該期限を超えた
場合でも、これらの品質が
保持されていることがある。

消
費
期
限

過ぎたら食べない方がよ
い期限（use-by date）

定められた方法により保存
した場合、腐敗、変敗その
他の品質（状態）の劣化に
伴い安全性を欠くこととな
るおそれがないと認められ
る期限。

品
質 劣化が遅いもの（日持ちする食品）

消費期限 製造日からの
日数

賞味期限

おいしく食べること
ができる期限
→まだ食べられる

過ぎたら食べない方
がよい期限

菓子、カップめん、缶詰等

劣化が早いもの（傷みやすい食品）
弁当、サンドイッチ、惣菜等
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「賞味期限」の愛称・通称の募集

18



賞味期限は「おいしいめやす」
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期限表示の意味を正しく理解していただくため、コンテストで選ばれた愛称「おいしいめやす」を活用し、事業者の協力
を得て普及啓発キャンペーン（ポスター掲示、レジ画面への提示等）を実施。



「てまえどり」の普及啓発
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買い物のとき、買ってすぐ食べるものであれば、商品棚の手前にあ
る商品など、販売期限の迫った商品を積極的に選ぶこと。
販売期限が過ぎて廃棄されることによる食品ロスを削減する効果が
期待される。

６月１日から、コンビニエンスストア４社（セ
ブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストッ
プ、ローソン）にて啓発キャンペーンを実施中



１．入替えにより、供用の必要がないものとし
て、不用決定を行った災害用備蓄食品につい
ては、必要な場合を除き、原則フードバンク
団体等へ提供

（１）各省庁等における売払手続の実績を勘案
し、賞味期限までの期間が概ね２か月以内
の食品については、売り払うことができな
いものとして、提供の対象とする。

（２）賞味期限までの期間が概ね２か月超の食
品については、適正な予定価格を設定し、
オープンカウンター方式等により売払手続
を行い、売り払うことができなかったもの
を提供の対象とする。

（３）賞味期限が近づいている場合や、賞味期
限を過ぎたものを提供しようとする場合に
は、例えば、安心して食べきる目安となる
期限の情報提供を行うなど、円滑な提供に
向けて配慮する。

２．災害用備蓄食品の提供に関する情報につ
いては、各府省庁においてwebサイトに掲
載のうえ、農林水産省においてポータルサ
イトを設け、各府省庁の情報を取りまとめ
て公表。

３．まずは中央府省庁（外局を含み、東京都
に所在する官署に限る。）で実施すること
とし、これら以外の地方支分部局、施設等
機関等の官署についても可能なところから
対応するなど、順次取組を拡大。
申合せ事項については、各府省庁の取組状

況等を踏まえ、今後も必要に応じ見直し。

【申合せ参加府省庁】
内閣官房、内閣法制局、復興庁、内閣府、宮内庁、
公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、
法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省

※フードバンク団体等には、フードバンク団体のほか、子
ども食堂など、生活困窮者等に対し食料・食事の提供を
行う団体を含む。

国の災害用備蓄食品の有効活用について（申合せ）
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国の災害用備蓄食品について、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から有効に活
用するため、各府省庁において申合せ。



特設ページ「「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫」
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消費者庁食品ロス削減特設サイト
「「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫」

目次

 飲食店のテイクアウト販売を活用
 引取り手がなく捨てられそうな農産物などを販売す

るインターネットサイトの活用
 購入した食品を使いきる工夫
 関連リンクについて

（情報・リンク等は、随時更新）

新型コロナウイルスの感染対策として、自宅で過ごす
機会が増えてきていることから、感染対策、食品ロス
削減の観点で消費者向けに、地方公共団体や事業者の
取組など情報を発信。
• 2020年５月１日 消費者庁食品ロス削減特設サイト内にペー

ジ「緊急事態宣言下での食品ロス削減の工夫」として新設。
• 2020年５月26日 緊急事態宣言の解除により、ページのタ

イトルを「「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫」に
変更し、継続中。
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